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１．はじめに

「都市交通施策をいかに計画し、いかに評価する

のか？」 これが本論文を含む企画セッションの目

的である。

本論文はこの話題を考える上での基本的な視点に

ついて、英国のブレア政権下で始められた新交通政

LTP:策とそのもとで進められている地方交通計画（

、Local Transport Plan）の内容とその動向を概観して

我が国における課題を明らかにすることを目的とし

ている。なお、英国の交通政策の変遷そのものにつ

いては参考文献 を参照されたい。１)２)３)

２．都市交通戦略の目的と政策目標

まず、計画と評価を議論するには 「都市交通施、

策は何を目的としているのか」を、今一度明確にす

る必要がある 「戦略（ 」とは、戦争に勝。 ）Strategy

つために軍を動かすという意味から派生して、ある

明確な目的のために、現実的に可能な手段を構成し、

手順を尽くすことを指している。つまり、都市交通

施策を「戦略」として認識する第一の意義は 「目、

的の明確化」にある。

では、都市交通戦略の目的 は何か？(Objectives)

この問に対して、拙著で は「交通が発生する環
４)

境負荷を低減し、交通の効率性と妥当な負担システ

ムを維持し、かつ多様な利用主体に対して公平なサ

ービスを提供すること、そしてそれらの施策が全体

として環境負荷の少ない、快適で安全な魅力ある都

市の発展・創造に寄与すること 」と記した。そし。

て 「様々な交通問題を解決すること」だけが目指、

す目的はないことを明確にした。しかし、考えてみ

ると「環境負荷の少ない、快適で安全な魅力ある都

市の発展・創造」という目的は、都市政策あるいは

都市における社会公共政策そのものの目的であり、

交通施策だけが目指す目的ではない。このため、交

通セクターの役割を明確にするには、より現実的な

政策目標を描く必要がある。

こうした現実の政策目標（ ）として、Policy Goal

同じく拙著は「徒歩・自転車・公共交通などのグリ

ーンで公平な交通手段利用を促進する一方で、自動

車利用を抑制しつつ、必要な空間を拡充して統合化

された交通体系を構築すること」が共通認識となり

つつあるとしている。この定義文が正しいがどうか

ともかくとして、重要なことは、この目標像は個々

の交通問題に対して、組みし易い順に解決するとい

う姿勢からは生まれてこない。先の目的に対して、

現実性をもった解として、統合的な都市像を描くこ

とで創造される姿なのである。

英国では、 年の交通白書 とその膨大な姉妹1998 ５)

書 の中で 「新現実主義（ 」と呼ば６) 、 」New realism７ )

れる、こうした政策目標認識の確立に取り組んでい

る。そして、そのもとに交通施策の範囲と計画プロ

セス、評価のあり方を構成している。

我が国でも、多くの都市交通に関する提言が類似

した言葉を使っている。が、それらが現実性をもっ

た目標像として、交通政策当局、他の行政当局、そ

して市民に認識されているのであろうか？

そのことを明確に議論することが戦略策定の第

一であろう。
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３．都市交通戦略の計画

次は、目標を達成するための手段の定義である。

どこまでの施策群を計画対象とするのかを明確に

認識する必要がある。

英国の交通白書によると、以下の４つの「統合」

による施策が定義されている。

(１)多様な交通手段を統合する

(２)環境との統合（施策が環境改善を実現する）

(３)土地利用計画との統合（交通需要の削減）

(４)教育・健康・福祉政策との統合（公平で社会的

排除の少ない社会を形成する）

LTP Local Transport地方政府が主体的に作成する （

）の作成指針 では、具体的には表１のようなPlan ８)

目次が示されている。多様な交通手段（バスから自

動二輪まで）と交通管理施策に加えて、乗り換えに

よる連携、開発施策との連携、情報提供、保安施策

との連携などの交通連携施策、コミュニティベース

の公共交通を含む過疎地交通施策、環境に配慮した

物流施策などの交通施策群が構成されている。特に、

我が国に比べると、通勤通学交通のトラベルキャン

ペーン（ ）などの社会的施策の効Travel Awareness

果が期待されている。

さらに、他分野の政策との連携として、社会的排

除（ ）の軽減が着目されている。こSocial Exclusion

れは、交通手段の利用可能性が低いこと（自由に使

用できる自動車を持たない主婦など）が、品物やサ

ービス、雇用機会において入手範囲が自然と制約さ

れているといった現象を問題にしており、交通や福

祉などの連携が重要なテーマであるとしている。

我が国の交通マスタープランでも、こうした手段

メニューの構成は多くの事例で見受けられるが、そ

れ自体が現実感を持たないことが多い。福祉や教育

など交通と関係のないセクター以前に、交通行政自

体が、交通と施設の管理、中央と地方の管理、セク

ショナリズムの存在、所謂「縦割り 、あるいは施」

設別行政の枠組みが、現実に実施可能な手段を狭め

てしまうためである。

８ )
表 １ 英国 LTPに おける施策の対象範囲

THE COVERAGE OF LOCAL TRANSPORT PLANS

An Integrated Approach ( )統合アプローチ

Widening travel choices / Carr,（選択肢の拡充）

Buses, Rail, Taxis and Private Hire Vehicles, Voluntary

and community transport, Cycling, Walking and

pedestrianisation, Powered two wheelers

Traffic management and demand restraint

( / )交通管理 需要抑制

ITS, Capacity reallocations, Measures to address

congestion and pollution, Road user charging and

workplace parking levy, Parking, Road safety

（交通連携）Integrating Transport

Interchange, Travel to stations, Park and Ride, Integration

with development plans, Regional Transport strategies,

Public transport information, Travel awareness, journeys

to work and school, Crime and fear of crime

Planning and managing the highways network

（道路網計画・管理）

Maintenance and bridge strengthening, Major

improvement schemes, De-trunking,

（過疎地交通）Rural transport

Rural bus services, Community based rural public

transport, Countryside traffic management strategies

（物流）Sustainable distribution

Freight Quality Partnerships, Rail Freight, Ports, Shipping,

Inland Waterways

（他政策との統合）Integration with wider policies

Promoting social inclusion, Integration with action on

climate change, air quality and noise

４．計画プロセスの正当性

－パブリック・インボルブメントー

次は戦略を構成するための手順である。これにつ

いてはパッケージビッドむけに策定された のマIHT

ニュアル に詳しく説明されており、問題の同定か９)

ら始まり、ビジョン・目標設定、最適な手段を構成

し、それを実施、モニタリング評価するプロセスが

示されている。このマニュアルの内容は、どちらか



というと計画の技術的な構成と予測手法に重きが置

LTP (Publicかれているが、 の計画プロセスでは参加

と 評 価 、 実 行 性p a r t i c i p a t i o n ) ( A p p r a i s a l )

（ ）の３つの視点が強調されているとAffordability

言える。

第一は参加のプロセス化である。広域レベルから

地区レベル、様々なセクターにおける利害関係者が、

情報を共有し、計画に寄与するとともに、参画に加

わるという市民参加のプロセスを経て、正当な手続

きで策定されること。すなわち手続きの公正性の確

保が重要な点と言える。

(Publicパッケージビッドでは 「市民的認識、

」や「市民の見解( )」を確認perception ) Public view

するといった用語が現れているが、その多くは関係

者のヒアリングなどであったとされる。ただし、

によるパッケージビッド用のマニュアル自体にIHT

は 「広報・協議・参画」を基本として、パブリッ、

ク・インボルブメントで構成すべき手段を明示した、

優れた方針が によって示されている。Peter Jones

の指針では、この のマニュアルに示されLTP IHT

た方針に従って、市民参加の一層の実践をはかるこ

とを明記している。具体的には「早い段階からの参

加 「双方向の対話 「地域の利害関係者の巻き込」 」

み 「継続的な参加 「参加者への効果的なフィー」 」

ドバック」を重視する姿勢となっている。さらに、

参加プロセス自体が の審査（ ）の重LTP Assessment

要項目をとなっている。

実際の における の実態を調査した研究 にLTP PI １０)

よると、意識調査やフォーラムによる「市民協議

（ 」を大規模に実施し、計画の質の向Consultation）

上を達成していることが報告されている。

５．計画の論理的合理性

－計画の評価（ ）－Appraisal

第二の視点の「評価（ 」とは、目標達Appraisal）

成に対して最も効率的な施策を選択するという、目

的合理性の確認である。これには、獲得しようとし

ている目標への到達度の計測とそれに必要な費用の

予測から、費用対効果の指標を構成し、指標によっ

て計画・実施を管理するといった手法が重要とされ

ている。

この点に関して、英国の従来のパッケージアプロ

ーチでは、最大の効果を得るための施策構成の技術

的側面が強調されていて、費用対便益分析も多様な

施策を統合的に評価できる仕組みは開発されていな

かった。

は、 （ ）と呼LTP NATA New Approach to Appraisal

ぶマルチモーダル対応型の評価方法 を(GOMMS )１ １ )

指針として示している。 の作成指針では中央政LTP

府が掲げる共通の評価項目として下記の５つを掲げ

ている。

① 環境の保全 （大気、温暖化、景観、歴史的

資源、生態、水環境、健康、旅行の快適性）

② 交通安全の向上 （事故、保安）

③ 経済性－持続性と の獲得－Value for Money

（交通経営の効率性、信頼性、他経済へのイ

ンパクト）

④ アクセシシビリティの向上 （オプション価

値、地域分断、交通システムへのアクセス）

⑤ 統合化（交通結節、土地利用、他政策）

（ ）に示した個別項目について、定量的なスコ

アとして評価する方法が示されており、これを整理

した統括表（ ）の作成AST: Appraisal Summary Table

が義務づけられている。

この評価手法を、専門的な計画策定時の評価要素

のみならず、計画の優先度の審査、事後評価、説明

責任の履行に用いることが大きな特徴といえる。従

来の費用便益分析（ ）が、主として事業種別COBA

の箇所優先度評価に用いられていたのに対して、

が新しいアプローチとされるゆえんである 。NATA １２)

そのため、定量評価に加えた多面的な定性評価のス

コア化とともに、評価プロセスの透明性が最も重視

されている。

ただし、こうした多面的評価を進める際の問題と

して、いわゆる （領域横断的項Cross-Cutting Issue

AST目）への対応の必要性が指摘されている 。１３)

には土地利用計画、経済活性化、環境問題、社会的

排除問題、健康問題に関する指標が用意されている

が、こうした分野を中心に扱う他の政策での評価指

標との不整合が生じるという問題である。これには、

個々の政策分野が自らの担当分野に関する指標を提

案しあうとともに、広域的な分野の指標を提供する

政策セクションを統一し、それらを効率的に運用す



る指標算定方式（特に集計単位）の基準化をはかる

Joined-upことで「結合的な政策評価システム （」

）へと発展させることが必要としてPolicy Appraisal

いる。この視点は、我が国でも政策評価システム、

個別プランの評価システムと評価システムが流行っ

ているが、透明性の基礎となる整合性やデータ信頼

性の確保の上で重要な指摘と言える。

計画の実行（ ）６． Affordability

もう一つ 指針で重要視されているのが、計画LTP

の実行性というべき要素である。これには、多様な

財源スキームと地方分権が基礎となる。 は地方LTP

政府が実行可能な５年間のプログラムと長期プラン

（10年間の投資プラン）から構成されており、特に

短期プランについては目的を達成するために必要な

大規模投資とともに消費的な経費についても考慮す

るようになっている。大規模投資レベルを明確にし、

その財源スキームを明確にすることを義務化してい

る。その上で、国や の補助、 や開発者負担、EU PFI

独自財源（駐車場課税やロードプライシング）など

の多様な調達方式の検討を地方政府に促しているほ

か、 内の費用配分について以前より大きな裁量LTP

権を地方政府に認めている。また、英国全体の地方

"Single政府への中央政府からの財源支援について

化する方向で進んでおり、交通分野に限Capital Pot"

定しない財源の移転が進むことになっている。

我が国の交通戦略への示唆７．

以上のように、英国は政策目標の明確化、交通戦

略の守備範囲拡大、市民関与の拡充、多基準で透明

性の高い評価システムの導入、財源スキーム拡充と

その地方分権化、といった一連の改革を都市交通戦

略において進めている。この統括的な改革の方向に

見習うべき点は多い。

ただし、ひとつ苦言を示すなら、英国に見られる

弱点は 「都市交通計画を真に市民化するためのし、

かけ」にあると感じられる。英国のシステムは依然

としてトップダウンの一方通行的であるという批判

にもあるように、交通計画において、現実の都１４)

市に生じている市民的な課題から沸き起こるような

都市改善運動との結びつきが弱いように感じる。都

心再生や環境保全運動などの都市の魅力化への市民

の熱意が、交通政策の原動力となっている欧州の事

例から見ても腰高感はぬぐえない。

このことは、我が国の施策展開にも、やや当ては

まる議論ではないだろうか？ その意味では、小さ

なエリアでもよいから、より市民的な課題に根ざし

た交通戦略の参加型策定と参加による実現といった

プロセスを、積み重ねることが、システムづくりの

一方で極めて重要と感じられる。講演ではこの点を、

筆者が関わった豊中駅前地区の交通戦略を題材とし

て紹介し、市民創意を生かすための計画システムの

あり方について議論を進めたいと考えている。
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